
組合員証組合員証ををご確認ご確認ください！ください！
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　新しく組合員になられた方、またその被扶養者の方一人ひとりに、組合員証及び組合員
被扶養者証（以下「組合員証等」といいます。）を交付します。組合員証等がお手元に届き
ましたら、記載事項に誤りがないかご確認をお願いします。
　記載事項に相違があった場合は、共済事務担当課を通じて共済組合保険課までご連絡ください。
　なお、任意継続組合員となられた方につきましては、同様に任意継続組合員証及び任意継続組合員被扶養
者証を交付します。
　また、この組合員証等は、組合員及びその被扶養者の資格を証明するものであり、病気やケガをして保険
医療機関で診療を受けるとき必要になるものですので、紛失されませんよう大切に保管してください。
以下、組合員証等について説明いたします。

組合員証等の名称を記載しております。また、本人、
被扶養者を判別するため、「本人」、「家族」と表示し
ております。

組合員証名称❶

❷

❸

❹

❺

❻

❼

（組合員被扶養者証及び任意継続組合員被扶養者証に
表示）被扶養者として認定された年月日を表示してい
ます。

認定年月日

「臓器の移植に関する法律」に基づく意思表示欄が設
けられています。

裏面

（組合員被扶養者証及び任意継続組合員被扶養者証に
表示）組合員の氏名を表示しています。

組合員氏名

共済組合の組合員として資格を取得した年月日となり
退職するまで組合員証等を使用することができます。
※任意継続組合員証には、資格取得年月日の下に有効期限が表
示されております。この有効期限は任意継続組合員の資格
を取得された日から 2年間となります。

資格取得年月日

印字されている内容のご確認をお願いいたします。（誤
りがある場合はご連絡ください。）

氏名・性別及び生年月日

共済組合における市町村（所属所）の固有番号及び個
人番号です。共済組合における各種事務手続きについ
ては、この番号での届出になります。（任意継続組合
員における組合員証記号・番号は、現職時と変わりま
せん。）

記号・番号

【組合員証（裏面）】

❼

【組合員被扶養者証（表面）】

平成28年 4月26日交付

埼９９９

❺
❻ 平成28年 4月 1日

昭和59年 8月 1日

組合員証等の記載事項について

【組合員証（表面）】

平成28年 4月26日交付

埼９９９

❶
❷

❸
❹

昭和59年 4月13日

平成28年 4月 1日
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2 各保険医療機関にかかる際は必ず組合員証等を提示してください
　組合員証等は、保険医療機関等に提示することで保険診療を受けることができる証明書です。忘れずに持参して医
療機関窓口へ提示してください。
　また、継続して診療を受けていて診療月が変わった場合や月の途中に再診等で受診する場合、あるいは、所属所の
異動により組合員証等の記載事項が変更になった時など、必ず組合員証等を提示してください。

3 組合員証等は大切に保管してください
　組合員証等は証明書ですので、紛失されませんよう大切に保管してください。もし、紛失や盗難等に遭った場合は、
最寄りの警察署等へ届け出てください。
　また、不正に使用した場合は、法により罰せられますのでご注意ください。

4 組合員証等に関する各種届出について
　組合員証等に関する各種届出については、必ず勤務先の共済事務担当課を通じて行ってください。
　任意継続組合員の方は、共済組合へ直接ご連絡ください。

5 75歳を迎えた時には ……
　組合員及び任意継続組合員、もしくは、被扶養者の方が 75歳の誕生日を迎えますと、後期高齢者医療制度へ移行
となり、その日以降、組合員証等が使用できなくなりますので、組合員証等を共済組合へ速やかに返納してください。

　本年度は、地方公務員等共済組合法に基づき扶養状況調査（以下「検認」という。）を実施し、被扶養者の
皆さまが、現在も被扶養者の要件を備えているかを確認させていただきます。
　この検認は、被扶養者の継続認定を行うための必要な手続きとなりますので、提出書類等早目に用意
いただくとともに、検認についてご理解とご協力をお願いいたします。
　なお、検認の詳細については、6月号でお知らせいたしますが、今月号では主な内容を掲載いたします。

扶養状況調査（検認）扶養状況調査（検認）ののお知らせお知らせ平成
28年度

お問い合わせ先　保険課　☎048-822-3306

　状況等に合わせて添付書類が必要となりますので、次の書
類は普段から大切に保管しておいてください。
●給与明細書
●確定申告書（控） ...........収支内訳書も含みます
●年金決定・改定通知書
●公的機関各種届出（開業届・廃業届）
●各種手当金や給付金の送金通知書
●仕送り状況が確認できる振込明細書等
　なお、その他にも収入状況や仕送り状況等が確認できる
ものがありましたら、併せて大切に保管しておいてください。

調査に必要な書類4

　検認により被扶養者の資格が認められない場合には、取
消事由の発生日に遡り「被扶養者取消申告書」を提出してい
ただきます。
　なお、今回の検認では、調査票や確認書類を提出されな
い場合は、組合員の収入による生計維持の確認ができない
ため、平成26年7月1日に遡り認定取消となりますので、提
出もれにご注意ください。

認定取消の取扱い5

　平成28年4月1日現在18歳以上75歳未満で、平成28年
7月1日現在認定されている方全員が対象となります。
　※ ただし、認定年月日が平成28年4月1日以降の方は除きます。

調査対象者1

平成26年7月1日～平成28年6月30日
　※ 調査方法等の実施に関する詳細は、皆さまのお勤め先の共済
事務担当課を通じて、別途お知らせいたします。

調査対象期間2

●収入がある者 ..............収入金額の確認
●別居している者 ...........毎月の送金（仕送り）確認
　　　　　　　　　　　同居者の確認
●稼働能力がある者 ......稼働できない理由の確認
●その他 .........................認定状況により確認いたします。

調査する事項3
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